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は じ め に

　首藤　皆様，本日はお忙しいところお集まりい
ただき，ありがとうございます。
　今春闘では，約 30 年ぶりの大幅賃上げとなり，
労働組合への注目が集まりました。労働組合の社
会的な意義を改めて感じられた方も多いのではな
いかと思います。
　一方，春闘での賃上げ率は，長年にわたり低い
まま推移してきました。組合の組織率は，低下傾
向にあり，昨年の推定組織率は 16.5％（2022 年

「労働組合基礎調査」）と過去最低を記録しました。
組合は，非正規労働者の組織化を進めてきました
が，それ以上の速さと規模で非正規労働者は増大
しており，それが組織率低下の一要因と思われま
す。加えて，近年では雇用されずに働く労働者も
増えていると指摘されます。こうした状況ゆえ
に，組合の交渉力，社会的な影響力が減退してい
ると言われてきました。
　本日は，企業別，産業別，全国中央組織の組合
役員の方をお招きし，労働組合はこうした現状に
どう向き合い，乗り越えようとしているのか，何
に悩み，苦労しているのか，そしてどこに希望を
見い出しているのかをざっくばらんにお話しして
いただきたいと考えています。テーマは「労働組
合の現在と未来を語る」ですが，主に①組織化，
②組合活動のあり方，③組合の交渉力，④組合の
持続可能性の 4 点を中心に議論したいと思いま
す。
　なお，組合役員の方々は，通常，各組織を代表
して，組織方針に沿ったご発言をされることが多
いのではないかと思います。そこで本日は，あえ
て匿名での座談会とさせていただき，一役員とし

ての本音をぜひ語っていただきたいと考えていま
す。組織を代表するお立場からの発言ではなく，
長年にわたる組合役員としてのご経験に基づき，
今，思っていること，考えていることを，できる
だけ率直にご発言いただければ幸いです。どうぞ
よろしくお願いいたします。

１．労働組合はどこまで包摂すべきなのか

（1）非正規労働者の組織化について
　山下　まず組織化についてですが，この数十年
の間に雇用の非正規化が進んできましたし，フ
リーランスで働く人も増えています。労働組合は
どこまで組織化すべきかということと，組織化の
現状と課題について触れていただければと思いま
す。
　A氏　会社のなかに，会社のコントロールが利
かないもう 1 つの組織として存在するのが労働組
合であると思っています。企業の組織原理という
のは，職制を通して指揮命令をする縦の組織で
人，物，金，情報などの経営資源を効率良く組み
合わせ，利益の最大化を図るというのが会社組織
であるのに対して組合というのは，人と人とのつ
ながりを重視する横の組織で，企業組織のなかに
人間中心の思想を通わせていくのが役割であり，
言わば企業文化創造の担い手，これが労働組合な
のだろうと思っています。
　したがってテーマに戻りますと，その企業で働
くすべての人を組織化するというのが原則だと
思っています。ただし現実的には，直接雇用の方
は組織化していくけれども，間接雇用の方につい
ては緩やかにつながっていくという，そんなとこ
ろにとどまらざるをえないのではないかと思って
います。
　私の出身の職場でみると，組織率が 5 割を切っ
ている状況です。組合員数は万単位ですが，いわ
ゆる非正規の方にどうアプローチをして組織化し
ていくかということで，まずは社会保険に加入し
ている方から組織化していこうということで，
徐々に増えつつあるところです。
　先日，連合から電話をいただきまして，私の出
身単組で働いている非正規の方が，「組合に入り
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たいって言ったら，『いや，あんた入れない』と
言われちゃったんですけど，これ法律違反じゃな
いですか」との訴えがありました。先ほどいいま
したように，一応線引きとして社会保険加入者か
ら組合員化していくことになっているので，そこ
に適合しない短時間労働の方だったので，「ちょっ
と待ってください」という状況だったんですけ
ど，本人は入りたいのに何で入れてくれないんだ
と，そんな剣幕で電話が来たということでした。
もちろん短時間労働者を組織化していくことは方
針化されていますが，ただ一気に今はできないと
いうことです。
　でも昔とだいぶ状況は変わっていて，非正規の
方も，組合に入りたいという気持ちが，以前より
はありますよね。前は，入ったら組合費を取られ
るし，可処分所得が減ってしまうので入りたくな
いという人が多かったんですけど，最近はそうで
もないなと感じているところです。
　また，1 つの産業でいろんな職種の人を全部組
織化するということがもちろん前提なのですが，
うちの産別の場合は，企業のなかに複数の職種別
組合があって，それぞれが別の産別に加盟してい
るというケースもあります。
　B氏　組織化は，私たちの産業のなかではまだ
まだ進んでいないところがあって，観光は結構組
織化ができているのですが，特に宿泊は組織率が
大変低い状況ですね。それはやはり非正規の方が
多いこともありますし，なかなか労働組合が認知
されていないというところがあるのだろうと思っ
ています。今，産別としても力を入れて組織化に
は取り組んでいますが，なかなか進んでいない状
況です。特に宿泊業は，労働組合に対しての理解
が得られないオーナー（経営者）も一定程度い
らっしゃって，進んでいないというのが実態です。
　ただ，必要性を理解して，労働組合をつくって
いこうという話になったケースもあります。先ほ
ど A さんからは組合費を払ってでも，というお
話がありましたけれども，逆に，組合費を払わな
いと労働組合の活動ってできないのですか，そん
なにかけなくてもできるのではないですかと言わ
れることもあったりして，そこのバランスが難し
いなと思っています。やはり交渉するうえでも，

声を集めるにしても，数が集まらないことには，
労働者を代表して要求などを申し上げるというと
きの裏づけにならないので，組織化を進めていか
なくてはならないことは重々承知しながらも進ま
なくてもがいているというのが実態です。
　どこまで包摂すべきなのかということについて
いえば，やはり産業で働く労働者すべてと思って
いまして，入れ替わりが激しいなかでも，非正規
の方も含めて全体を組織化していくべきだろうと
思っています。ただ，今の段階では，やはり組合
加入にあたり条件みたいなことはありますし，す
べての方に入っていただくことにはなっていない
実態もあります。けれども，働く方を守っていく
という意味でいえば，すべての方がそういう立場
にあるということが望ましいのだと思っていま
す。労働組合も，先のことも考えつつ，もう少し
柔軟に対応していく必要があるのかもしれないで
すね。
　今フリーランスの動きがありますけれども，フ
リーランスの方こそ弱い立場に立たされている方
が多くいらっしゃると思いますので，最終的に
は，それぞれの業界ごとに固まった形で組織化が
されていくべきだろうと思っているところです。
まだまだ労働組合というものの存在が知られてい
ない，存在価値が認識されていないというところ
があるのだと思っていますので，組織化するうえ
では，意識の浸透が大変大事なのではないかと
思っています。
　C 氏　労働組合の組織率は，年々下がり今は
16.5％です。この原因の 1 つは，非正規の組織化
が進んでいないことだと思っています。私の出身
は小売業でありスーパーマーケット業界です。正
規雇用から非正規雇用に一気に動き出しました。
私の単組では，80 年代，90 年代ぐらいにパート
タイマーの組織化に積極的に取り組んできまし
た。週契約 20 時間未満で働くパートタイマーに
対しても組織化に取り組み，結果，組織率はおそ
らく 80％台後半になっていると思います。
　しかし，労働組合全体としては，本当に後れを
とったと思っています。非正規の組織拡大ができ
ている産別は限られていますよね。
　パートタイマーの組織化は，当事者であるパー
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トタイマー，労働組合，そして会社，この三者，
特に会社に組織化のメリットがしっかりと伝わら
ないと，やはり進まないでしょうね。さっき A
さんのお話にもありましたが，会社の経営者に対
し，我々が組織化することによって組合員の皆さ
んにいろんな情報が伝わり，会社経営と現場との
ギャップが埋まっていくとか，小売業でいうと，
お店の店長が直接社長に意見を言うなんて，現実
的にはできないわけで，そういう意味では社長や
経営者には，現場の正しい情報が伝わりにくい。
そのような組合の利点を理解できる経営者であれ
ば，私は，組織拡大がもっと進んでいくのかなと
思っています。
　D氏　労働組合がどこまで包摂すべきかという
と，私は企業別労働組合の立場で発言させていた
だきますが，やはり同じ会社に直接雇用されてい
る社員は，無期有期の雇用契約にかかわらず，1
つの労働組合に加入すべきとの立場です。私の組
織は少し特殊な歴史背景があるので，他組織には
ないことかもしれませんが，もともとは正社員の
ユニオンショップでしたが，会社合併によって
オープンショップに切り替わり，その後しばらく
して，非正規社員も対象とするユニオンショップ
に移行し，現在に至っている経過があります。企
業別労働組合の取り組みは，主には会社のなかで
自分たちの職場環境を改善しようとか，処遇をよ
り良くしていこうということが職場対話での主題
になっていますが，このようなテーマを社員であ
る組合員に問いかけて，組合員の意見をまとめて
いこうとするときに，デスクを並べて一緒に仕事
をしている仲間が，雇用形態が異なることを理由
に，その人の意見を聞く，聞かないということ
は，やはり成り立たないし，むしろ，変な二極化
を職場のなかで醸し出してしまうと思います。も
ともとは正社員組合で始まった単組であっても，
同じ職場環境を良くしたいというベクトルは同じ
だと思いますので，企業別労働組合は雇用形態に
かかわらず仲間の一員として一緒に活動をすべき
だと思います。そうしていかないと全体としても
組織化は広まっていかないと思います。
　ただ実際，同じ職場に雇用形態が違う組合員た
ちがたくさんいるなかでの組合活動は，正直，組

合執行部の運用や稼働は非常に大変な面もありま
す。たとえば，無期雇用の総合職組合員と有期雇
用の組合員が一堂に会する対話会を行うことがあ
るのですが，そのときに発言するのはほとんどが
総合職なんですね。そうするとあとから，有期雇
用の組合員から，総合職の声が大きすぎるとか，
自分の発言に自信がなくためらう，といった話が
当然伝わってきます。だから，組合として何をす
るかというと，職種を分けて対話会を行うのです
が，そうすると実は，後の座談会テーマになるか
もしれませんが，より多くの対話会の場を設定す
ることによって組合執行部の負担，負荷は非常に
大きくなってしまうのです。組合員の声を集約す
るためには大事な取り組みであると思いつつも，
苦しい状況になっていることも事実です。そうか
と言って，組合執行部がサボってしまうと組合員
の信頼も損ない，職場環境をより良くすることも
できなくなる，そういうジレンマを感じていま
す。ただやはり，労働組合のありようとしては，
企業内であれば一緒に働く仲間は同じ労働組合で
あるべきと思っています。
　それと理想を申し上げると，社内には有期雇用
から無期雇用の正社員への登用制度がありまし
て，5 年有期のなかで一定の成果や評価によって
登用されるという枠組みなのですが，なかには雇
用期間満了で退社する社員の仲間も過去にはたく
さんいました。これは期待ですが，たとえば我が
社に入社し労働組合に加入して，でも結果的に期
間満了で退社をされた方が，その後，他の会社で
働かれるときに，前働いていた会社には労働組合
があったよね，組合は大事だよね，という感覚を
持ってもらえるよう，そして自らも活動をしても
らえるように，そう思ってもらえるように私たち
は職場での活動をしっかり行わないといけないと
思っています。あと，職場には派遣社員の方もた
くさんいます。派遣社員は組織化の対象ではあり
ませんが，これまで組合活動として，派遣社員の
方を対象に茶話会と称する対話の場を設けること
もしてきました。組合加入を目的としての仲間づ
くりではないですが，派遣社員のみなさんも同じ
職場で働く仲間ですから，職場環境で何か問題は
ないですかという聞き取りをやってきたこともあ
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りました。ただ今は，そこまで対応できる労力が
足りないというのが実態です。
　とはいえ，企業別労働組合という観点からすれ
ば，同じところで働く社員，同僚は，同じ労働組
合に入るべきという考えでいます。
　西村　D さんがおっしゃったことですが，労働
組合を実務上運営していくうえで重要な指摘だと
思いました。というのも，方針として職場にいる
労働者全員を組織化するということは，誰も反対
することはないと思います。ただ，実際に対象を
広げていくと，同床異夢ではないですけども，現
場での意見調整など，組合活動を実際に行ってい
くうえで非常に難しい面も出てくるのではないで
しょうか。実際の活動を考えると，どこかで線引
きをして，「少なくともここまでは包摂していき
ましょう」，と。言葉は悪いかもしれませんが，
組合の実務を考えたら，組織化の対象について，
本音では皆さん持っておられるのではないかなと
思ったのですが，その点について，どのようにお
考えでしょうか。
　C氏　業種によっても違うというのが前提です
が，特に小売業の売場では，社員よりも圧倒的に
パートタイマーが多いので，どちらかというと，
パートタイマーの方が元気なのです。パートタイ
マー向けのイベントとして全国キャラバンを開催
し，それぞれの地域で 100 人ほど集めたら，もう
めちゃくちゃ活気がありますし，経営と現場の
ギャップなどのテーマでは，その場に社長を何度
か呼んだことがあるのですが，現場の課題を本音
でズバズバ言うので，それはもう社長は喜んでい
ました。
　だから運営次第だと思います。あと我々が取り
組んできたのは，お店単位の支部のなかに，パー
トタイマーリーダーという組合役職をつくって，
その皆さんと四半期に 1 回ぐらいの頻度でコミュ
ニケーションをはかるための集合会議をやると
か，あとは専従者が 2 カ月に 1 回ぐらいに支部に
出向いて話をしに行くとか，たしかに多少の手間
はかかりますが，現場の実態を知っているパート
タイマーとのコミュニケーションを大切にしてき
たことが，組織の活性化につながっていると思い
ます。

　B氏　正社員とそうでない方で分ければ，やは
り組合員は正社員のほうが多いというのは現実と
してあります。組織化は，ユニオンショップのと
ころはある程度，契約社員まで広がっていますけ
れども，どうしてもパート，アルバイトの方たち
はオープンショップになるので，そこまで手が回
り切っていないというのが実態です。
　加盟組合の実態を見れば，オープンショップの
ところは正規社員の組織化もなかなか進まなく
て，まだまだという感じが見受けられます。本来
であれば，パート・アルバイトの皆さんが入ると
すごく規模は大きくなるはずなのですけれども，
そこまで正直手が回せていないというところはあ
ります。ただ，現場で働く皆さんは責任の重さは
変わっても，業務内容が変わるわけではないの
で，声を上げるべき現場を支える方が，実際には
あまり声を上げられてないという実態があるのか
もしれません。そこまで組織化につながっていな
いということであると，そこは私たち役員がまだ
まだ足りないのだろうなと反省しないといけない
ところなのだと思います。
　A氏　その問題をあまり意識したことはないで
すね。というのは，企業規模の違いによって全然
違うので。従業員が何万人もいるところであれ
ば，それなりに非正規の方もいるのですが，うち
の産別は，300 人以下の中小企業が多いので，そ
ういったところは，そもそも非正規の人がほとん
どいないというところが多いです。なおかつ小規
模のところは組織化されてないところが多いの
で，小規模で正社員だけで回している会社をいか
に組織化していくのかということのほうがメイン
テーマということになります。
　それと，ある程度規模の大きいところでも組織
化されてないところはあるので，そこは組織化し
つつ同時並行で，正社員と非正規の方と一緒に組
織化をしていくという方向で考える，どちらかと
いえばそちらに目が向いているという状況です
ね。

（2）フリーランスは組織化対象なのか？
　C氏　フリーランスや個人事業主のなかでも，
実態が労働者に近い働き方をされている場合は，
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労働関係法令の適用を受ける。そのことを前提に
したうえで，これからは，個人事業主やフリーラ
ンスの皆さんの組織化ということも真剣にやって
いく必要があると私は，思っています。ただ，相
対するカウンターパートが誰なのかということを
見つけ出しにくいですね。ある程度の職種をまと
めた労働組合が結成され，その業界を代表する
〇〇協会とか〇〇団体，そのような協会や団体と
の交渉に最終的にはなるのだろうなと思います。
職業別労働組合のはしりみたいなイメージを持ち
ながら進めています。すでに労働組合を結成され
た組織と連携し，交渉などを進めていますが，団
交を申し出ても，「私のところの従業員じゃあり
ません」「彼らは労働契約じゃなくて業務委託契
約でやっているのですから」と，拒否されますの
で，ここをどう乗り越えていくか。
　それで少し考えたのは，まずは労働組合をつく
り，法人格を取りたいと地方労働委員会に申し出
る。そうすると，雇用労働者であるか否かが問わ
れてくるので，それに答えていく。結果，半年ぐ
らいで労組法上の労働者として認められたケース
があります。お墨つきをもらった労働組合として
会社側に団体交渉を申し入れると，これは拒否で
きないのではないかと思います。ただし，団交が
開催できたとしても，期待通りの答えが返ってく
るのかどうか。そのようなことをたくさん経験し
て，我々も進化していく必要があると思います。
明らかなのは，働き方の多様化が進むなかで，
我々労働組合の存在意義や価値をどのように見い
出していくのか，組織改革を進めていくことが必
要だと思います。
　首藤　今，ナショナルセンターである連合は，
フリーランスで働く人とのネットワークづくりを
されていますよね。ただ，ウーバーイーツユニオ
ンとか，アマゾンの荷物を運ぶ個人事業主で働く
方々の組織化は，ナショナルセンターの役割なの
でしょうか。たとえば，これらの労働者は，運輸
産業の労組のほうが，仕事の内容は近いし，しか
も実際に大手運送会社から委託を受けて個人事業
主で働いていたりすることもあるわけです。同一
産業を組織する産別労組が組織したほうがいい，
という話にはならないのですか。

　C氏　どこがやるかということよりも，これだ
け働き方が多様化し，あいまいな雇用として働く
方が増えていることに対して，いち早く目を向け
るのは，連合の役割だと私は思っています。先ほ
ど申し上げましたように，個人事業主やフリーラ
ンスの組織化が難しいことは意識しつつも，失敗
しながらもやっていく必要があると思っていま
す。関係する産別の皆さんと情報交換していく必
要はあると思います。
　A氏　そこは難しいですね。要はフリーランス
という働き方をする人が，労働者として保護を与
える対象になりうるのかという議論になるし，も
ちろんそうだという人も多いでしょうけれども，
本当に業務委託でこの仕事をしたいんだという真
正のフリーランスもいるわけで，その辺のところ
の切り分けをしながら，どう労働者保護というも
のを位置づけて，仕組みとしてつくっていくの
か。そこが確立すれば，おっしゃられているよう
に，産別との連携なり，すみ分けなりというのが
おのずとできてくるのかなという気はします。
　C氏　その労働者性というところが今置き去り
になっていますね。いわゆるフリーランス新法
も，今までなかった法律ができることは良いこと
だと思いますが，新法云々よりも，実態が労働者
であるか否かというのは，今でもできるわけで，
早急に調査する必要があると思います。そのよう
なことのきっかけになるためにも，連合の役割は
大きいと思います。

（3）組織化の主体は誰か？―企業別か，産業別か，
全国中央組織か

　西村　先ほど企業別に加えて職種別の単位の名
残もあるというお話でした。今後一層の組織化を
進めていくうえで，従来型の企業別を単位とした
組織構造がいいのか，それとも職種別のような，
企業とは異なる組織化の単位で進めていくことも
あるのでしょうか。
　A 氏　それはもう断然企業単位ですね。1 つの
企業の中で全部の職種を含んだ組織化しかないで
すね。職種別に追求していくという方向は全く考
えてないです。
　西村　そういう企業別というものが持つよさと
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いうのはそもそもどういう部分にあったりするの
でしょうか。我々，企業別組合が当たり前だと思
いがちなのですけれども。
　A氏　基本は労使が共通の価値観に立てて物事
を詰めていけるという，そこがやはり大きいで
しょうね。だから逆にそれはプラスでもあり，マ
イナスでもありということにはなると思うのです
けれど，正直，企業別でもう慣れきっているの
で，住み心地がいいということじゃないですか。
会社と交渉するときに最終的な判断が自分のとこ
ろの組合でできないとなったときに，かなり混乱
が起きるのだろうなという感じはします。ただ韓
国の例を見ると，ドラスティックに企業別から産
業別へ変わっていますので，やってできなくはな
いのでしょうけれど，ちょっと抵抗が大きいだろ
うなという感じはします。
　C 氏　私は，企業別労働組合の未来が心配で
す。集団的労使関係を大前提とした企業別労働組
合をつくる。そのように思いますが，この先 10
年，20 年を見たときに，専従のなり手不足の問
題，組織力の低下や運動承継の問題など課題は多
く，このままであれば，企業別組合はさらに弱体
化していくのかと。
　そのように考えるとますます産別の役割が重要
になってくると思います。連合，産別ともに 30
年先ぐらいを見据えた本音の議論が必要だと思い
ます。
　首藤　何か「その」萌芽はありますか。
　C氏　いや，まだまだ全然見えてないですね。
このままじゃ駄目だろうなという意識を労働組合
専従者が本当に強く持ち，これからの環境に適合
する組織づくりなど，新しい道を探りに行くしか
ないと思いますね。
　D氏　先ほどは企業別労働組合の立場で申し上
げましたが，従前，私も産別労働組合に従事した
ことがあり，そこでいろいろな気づきがありまし
た。私の属する産別労組には，産業を代表する主
要三社の労働組合が加盟しているのですが，その
うちの 1 つは，オープンショップでありながらも
99％近い加入率を占める大変大きな労働組合で，
もう 1 つの労働組合は，同じオープンショップで
現在二十数％の加入率の規模。そして私の所属す

る労働組合は，ユニオンショップですので，同じ
産業でも労働組合の生い立ちも組織事情もまった
く異なっていて，産別加盟のなかで互いに交流す
ることで，それぞれの活動のヒントを得ることが
ありました。
　加入率が二十数％の労働組合は，やはり仲間づ
くりが一番の課題なのですが，その労働組合の役
員たちの活動に対する思いは，正直，私の労働組
合の執行部よりも強いなと感じました。主には非
専従役員が中心になって仲間をつくらなきゃいけ
ないという必死さがあって，ものすごく刺激にな
りました。逆に彼らからすると，加入率が高く組
織体制が一応できている組合運営や取り組みは参
考になっているようなので，お互いにヒントを取
り合えるように産別が推進していくことが，効果
がすぐ出るかどうかは別としても，とても大事な
ことかと思います。
　特に，非専従役員は，役員を辞めたいと思った
ら，すぐにでも辞めることはできてしまうので，
組合の活動がいかに面白いものであるというこ
と，決して楽しくはないかもしれないけど面白み
があるということを気づかせるためには，産別と
して，役員向けのいろいろなレクチャーや，いろ
んな人の話を聞く場面を提供するなど，単組では
なかなかできないことを上部団体の機能役割とし
て行うのは，とても大切なことであり，単組から
すればありがたいことだと思っています。
　首藤　今のお話ですと，組織の大きさにかかわ
らず，小さな組織でも組合役員が頑張っていると
ころもあれば，組合が大きくなっても誰も役員を
やらないようなところもあるということですね。
どうやってなり手を育成したらいいのでしょう
か。
　C氏　職場単位でどれだけ組合活動が活性化し
ているかということと，リーダーの役割が大きい
と思います。大きな組合だから，あの人は優秀だ
ねとはならない，というのが最近，何となく感じ
ているところです。自分のことも含めてですけれ
どね。労働組合の活動が魅力的であることも重要
で，そのための教育の必要性も感じます。
　A氏　単組と産別の関係で言うと，企業別に組
織されたものを上部団体の産別が，いろんな指導
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なりコントロールなり教育なりということを全体
で引っ張っていく，当然その機能というのはある
と思います。そのときに，じゃあ企業内の組織と
いうのがどう永続していくのかという問題と，永
続が難しいのだったら，その企業内の組織，労働
組合とか考えないで産別に一本化するかとなる
と，多分そこが大きな分かれ道になってきます。
どちらかというと，やはり企業内の組織は残るだ
ろうなと思っていますし，それが組合として残る
のが一番いいのでしょうけれども，必ずしもそれ
にこだわらない，今日ののちほどの議論というこ
とにもつながっていくのではないのかなと思って
います。

２．組合活動のあり方は今のままでいいの
か？

（1）組合役員の「働き方改革」
　山下　今の組織化のお話は，雇用形態別や職種
などでいろいろ利害があって，その調整が難しい
という企業別労働組合としては古典的な悩ましい
問題だったのですが，2 つ目の組合活動のあり方
というのは，世代の違いなど新しい時代の課題と
いうように考えております。
　1 つはワーク・ライフ・バランス。今は女性の
就業率も上がってきましたし，男性も家庭役割を
しっかり担うように求められて，昔とは違う働き
方の課題が出てきていると思っております。抱え
ていらっしゃる課題など，お考えがあればお知ら
せいただければと思います。
　それから，SNS など新しい活動の仕方，コミュ
ニケーションの取り方も含めてお話しいただけれ
ばと思います。
　D氏　ここは非常に深刻な課題だと思っていま
す。まず，仕事と家庭と組合活動の両立は，取り
組む人物そのものの姿勢が非常に影響が大きい，
と思っています。良くも悪くも労働組合の諸先輩
の姿を見ると，身を粉にして活動していたという
名残があるので，そのすごさはわかりますし，リ
スペクトしたいと思う部分と，そこまでするのは
どうなのか，と思うところが混在しています。た
だ今の大きな流れからすると，そこまでするのは

どうなのかという声が大きくなっている感はあ
り，正直，今もがいている状況です。
　たとえば，私たちの組合では 200 人ほどの非専
従役員がいますが，組合員と対話会をしたときに
は，会社の仕事ではないですが，報告書を作成し
ます。そこに書き込む量にも個々の違いがありま
すし，作成した報告書を集約して，内容をまとめ
ることも一定の作業が伴うので，何とか IT 化で
できないか，今，試行錯誤している状況です。
　SNS の活用については 2 つありまして，組合
と組合員とをつなぐ SNS と，執行部内での SNS
の両方を上手く活用する必要があると思っていま
すし，今，徐々に着手しています。まだ試行錯誤
ですが，産別のなかで，他組合と情報交換をしな
がら，導入と活用についてお互いに検討している
ところです。
　産別のなかで一番多いのは，LINE の活用です。
LINE であれば，スマホへすぐに送信できますし，
URL を送ればホームページへ誘導もできるので，
そのようなやり方が多いかと思います。もがきな
がらですが，何かやらなきゃいけないという状況
です。
　C氏　昔のことですが，私が専従になったとき
に上司から言われたのが，「専従は労働基準法適
用除外だから」と。「えっ」とは思いましたが，
実際私も役職が上がっていくにつれ，やはり部下
の皆さんに同じことを言っていましたね。本当に
猛反省ですね。年間休日も 60 日とかね，専従に
なると一気にそんな生活になっていきました。携
帯電話も組織持ちですが，それはイコール電源を
切らないことだと言われますので，24 時間営業
なんですね。だから，組合のこの姿勢を改めない
と，「働き方改革」というテーマは語れないと思
います。
　その 1 つは，やはり女性がもっとどんどん組織
のなかに入ってこないと，改善が進まないと思い
ます。私どもの単組は積極的に女性の専従 3 割を
意識しながら組織をつくっているのですが，何て
いうのですかね，組織として働き方を変化させて
こなかったので，結果，男性のように働く女性の
専従者が多くなってしまったことも反省ですね。
　ですので，労働組合活動や専従という職業が，
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後でも触れますが，魅力的であり社会的意義のあ
る活動であり働き方であるということが，もっと
世の中に浸透していくための仕掛けを連合はつ
くっていくことが必要なのだと思います。
　これ，勝手な私の思いですが，経営者が育って
いくには結構な方法がいろいろあったりします
が，労働組合専従者って，それぞれの産別や単組
に任せていますので，教育という点では，産別や
単組によって違いがあります。いっそのこと経営
者と労働組合専従者を同時に育てる大学というか
教育機関があって，最終的には経営者になるの
か，労働組合専従者になるのか，こういうのはど
うかな，なんて考えたりしています。とにかく労
働組合専従者には，教育の機会が不足していると
思います。
　あと SNS の活用ですが，私の経験からの反省
点で言えば，やはり内部の中の議論でとどまって
いたので，そうではなく，その道のプロの方に，
どうやれば労働組合のイメージアップにつながる
ような戦略が組めますかなど，助言をいただくこ
とが必要だと思います。
　B氏　そうですね，本当に仕事と家庭と組合活
動の両立―両立というのか分からないですけれ
ど，という点でいくと，今お二方のお話のなかに
も出てきましたが，やはり 24 時間 365 日いつで
も対応しなくてはいけないということが求められ
てきたと思います。男性的な働き方をも超越した
ような，そういうことじゃないですか。
　それがあると，私も今子育て中ですけれども，
やはり無理なところが出てきますよね。時間を何
とかやりくりして，対応できるところはもちろん
対応しますし，夜も出ていきますし，あとは出張
も，海外への出張もあって，何日も家を空けると
いうこともあるのですが，そういう活動をずっと
続けていくと，やはりどこかでなり手が絞られて
いくことは間違いないだろうと思っています。
　志があればやっていけると言われてしまうかも
しれませんが，どこまでやるかという基準を緩め
ていかないと，本当に誰でもできる，開かれた組
織にはなっていかないと思います。
　それこそ労働組合は，みんな対面で会ってこそ
みたいなところがあって，コロナでオンラインで

の対応が進みましたけれども，さらにそれを活用
していかなくてはいけないと思っています。で
も，オンラインでも対応できますよねと言うと，
諸先輩方は，いやいや，会わないと駄目でしょう
と。ただ必要に応じてそういうことも手段として
考えないと，とは思いますが，渋い顔をされてし
まうこともあります。
　家庭責任は別に女性だけではなくて，男性にも
もちろん求められることですし，全体でやってい
かなきゃいけないものですよね。会食は絶対夜
じゃなきゃ駄目なのですかとか，お酒ありきじゃ
ないと駄目なのですかとか。私も別にそういう席
が嫌いなわけではないので，全否定するわけでも
ないですし，そこで深まる関係性もあると思いま
すから，大事ですけれども，でも政治的な，密室
で会わないといけないみたいなことの繰り返しだ
と，やはり成り立っていかないとも思っていま
す。時間の使い方を第一に変えていかなきゃいけ
ないと思います。会議も多いですが，そのなかで
も終了時間が分からなくて，ずるずる話し合うこ
とが一番，精神的にもきつかったりします。
　あと，属人に偏ってしまう，その人ではないと
できないことが出てきてしまうと困るなと。もち
ろんすごく限られた人でしか共有できない情報も
あると思いますが，そういう場合も最低限 2 人で
共有化できないと，何かあったときに対応できな
くなっていくと思っています。
　SNS は，やはり必要だと思っています。LINE
がメインになっていますけれども，ただ扱いとし
ては，まだまだ組合のなかでは，連絡の手段とし
て SNS（LINE）を使う感じです。書面が第一で，
メールでも丁寧さを欠くような感じだと言われる
こともありますし，それがさらに SNS というこ
とになると，文字としても残る点は良くても，何
か軽く見られるというところがあるのかなと思う
一方で，活用してやっていかないと，この後，若
い世代とか，なかなか受け入れられなくなってく
るのではないかなと思います。SNS のほうがや
はり反応も速いですし，グループ全体で共有し
て，そこにいろんな意見が出てきたりとかもあり
ますし，活性化にもつながると思います。
　あとはデータも，速報性でまずは把握するみた
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いなことにも使っていたりするところもありまし
て，コロナで役員同士が会えないときも，LINE
を使うことによって，すごくやり取りが円滑に進
んだというような組織の話も聞いていたりします
から，そこはうまく使っていけばいいのかと思い
ます。さらに，どのような使い方が一番いいのか
は，若い世代や専門家の人から，いろいろ発信し
ていただけるとすごく助かるのかなと思います。
　労組の役員は比較的に年齢層が高くて，使いこ
なせている人は多くないような気がしますね。そ
うすると限られた情報のなかでやり取りをするの
で，C さんもおっしゃっていましたけども，専門
家の人とかに，こんなのがあるよってやっていた
だけるといいのかなと思います。
　A氏　仕事・家庭と組合活動の両立という問題
については，本当に皆さんと同じで，私も組合の
先輩から，終業時間が仕事の終わりじゃない，仕
事の終わりが終業時間なんだって言われてきた
し，人にも言ってきたのを思い出しました。だか
ら 24 時間 365 日働くのは当たり前だと，何の疑
問もなくそう思っていました。家族旅行のさなか
で相談メールとか来ても，平気で対応していまし
たから，かなり家族には評判悪かったろうなと
思っています。
　ちょっとまずいなと思い始めたのが，加盟単組
のなかで，労働委員会で闘った組合があって，そ
の職場の委員長が不当配転をされたのですが，そ
れを争った事件で，委員長本人が，もう本当に組
合活動に情熱を持っていて，自分の職場から離さ
れたのですけれども，元の職場に何十キロも毎日
通って組合活動を維持してきたんです。逆にそれ
が労働委員会で，要するに組合活動に支障がない
ので，会社がやっていることは不当労働行為では
ないみたいな，それで負けちゃったという事件が
ありました。そんな馬鹿なことがあるのか，頑
張ったほうが損なのか，とすごい衝撃を受け，個
人の頑張りにすべてを負うような組合活動という
のは，これはもう成り立たないんだろうなと思い
ました。もちろん，この頑張りは称賛されて然る
べきなのですが，それをやると，先ほどから出て
いる担い手がいなくなっちゃうという，これは本
当に切実だと思います。まして女性の組合への参

加，これが困難になってしまうということだと思
います。
　加盟単組の例ですが，支部の委員長が女性に
なったんですね。その委員長が，今までとは違う
ことをやり始めまして，まず執行委員会の時間，
これを思い切り短縮しました。それと，持ち出
し，要は泊りがけの会議，これも極力減らした。
それから宴会はなしにして，やらざるをえないと
きは立食パーティー。そうすることによって，女
性の役員がすごく増えました。そういうことなの
だなと思いましたね。
　SNS は，本当に使いこなせる組合役員があま
りいないので，ちょっと今のところ無理だなと
思っています。単組のなかでやっているところも
あるのですけど，単組のなかでも，たとえば機関
誌を，あれはメールですかね，機関誌そのものを
メールの添付ファイルで組合員に送るみたいな，
それをやると，情報も速く届くし，いいんだとい
うことで執行部がやり始めたのですけれど，受け
取ったほうがやはり見ないというのがあって，紙
でもらったほうがインパクトがあっていいみたい
な，そういう反応がうちの業界には多いのかなと
感じました。

（2）組合活動の IT 化
　山下　組合活動の DX 化といいますか，いい意
味で効率化していくということがとても重要だと
思いました。ただ，現状のメンバーだけだとなか
なかうまくいかないし，SNS のように，それを
広報的に使うのであれば，ある程度専門的な知識
が外部からあったほうがいいかなと。それから，
次々と武勇伝や名言が出てくるような状況は，継
承性の点からも非常に大きな問題という気はしま
した。会議の時間短縮であるとか，そういうこと
はとても有効だと思います。何か事例があれば教
えていただけますか。
　D 氏　今回のコロナをきっかけに，たとえば
ウェブ会議であるとか，リモートワークが浸透し
たことは大きなチャンスかなという気がします。
この間，会議はずっとウェブで行っていましたの
で，これから対面が復活するにしても，たちまち
全部対面ということにはならず，両方織り交ぜて
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効率良くやるということはあると思っています
し，時間と場所の制約がないリモートをうまく活
用することで，組合活動や仕事，生活の両立に資
するものと思っています。
　ただ，組合専従役員と非専従役員それぞれの両
立の考え方や，アプローチは少し違うと思ってい
ます。非専従役員は職場で活動しているので，専
従役員の執行部は，非専従役員の負荷をなるべく
軽減しようと，いろんなことをしているのです
が，私が課題だと思うのは，非専従役員をお客様
化させてしまうということです。たとえば，組合
員に対して説明するためのツールを非専従役員向
けに準備する場合，その内容はいろんな考え方や
背景，結論をしっかり活字にまとめているのです
が，職場現場でどういうことが起こるかという
と，それを今度はパワーポイントにまとめてプレ
ゼンをするんですね。それはメッセージ性がある
ので組合員には伝えやすいのですが，本当は言っ
ておかなければいけない嫌なことは小さく書い
て，良いことだけプレゼンしてしまう。そうする
と組合員もお客様になってしまう。こういうこと
は効率化とは違うとわかりながらやらないと，結
果的には執行部だけが苦しむという世界になりつ
つあると思っています。
　ですので，非専従役員の組合活動や仕事，生活
の両立をうまく効率化させようというなかでも，
組合員への伝え方やかかわり方も意識しないとま
ずいと思います。
　B氏　今，D さんがおっしゃっていただいたと
おり，パワーポイントでスライドを作ってという
のは，若い世代になればなるほどその傾向があっ
て，説明資料として別に用意をしないと，組合員
の聞く側がなかなか理解してくれないというとこ
ろも実際問題としてあるのかなというのは最近感
じるところです。ただ，やはり本当に何か正式に
出すときは文書でということがあるので，最終的
には文書を使うのですけれども，受け手の側の受
け止め方も大事にするとなると，どちらがいいの
か，その辺は難しいなと，今聞いていて思いまし
た。実際うちの組織でも起こっている事象だなと
思いました。
　オンライン以外には，がらっと変えられたこと

はあまりないと正直思っています。そこが労働組
合の活動の変われないところなのかなとも思いま
すし，それが課題なのだと思います。それから，
会議の時間帯を変えてとか，お昼の時間を使った
りと，工面してうまくやっていらっしゃるという
話は聞いたことがあります。そうすると家庭責任
がある方なども参加がしやすくなると。ただ，業
界的に休憩時間が合わないというところもあった
りするので，それも難しいという現状もありま
す。
　C氏　組合員の構成が，たとえばオンライン参
加のみの組合員などが増えてくれば，我々ももっ
と効率化のことを考えていかなければならないと
思います。コロナ禍で一気にテレワークやオンラ
イン会議などが進みましたが，コロナまでは，そ
んなこと夢物語みたいな感じでしたよね。やはり
我々の心のなかには，どこか古くさい考え方がま
だまだあるのかなと反省しています。
　D氏　ちょうどコロナはすごく大きな転換点だ
と思っています。議案書説明の組合員との対話会
は，通常では職場現場で行うのですが，コロナが
広がったときに，その当時何をしたかというと，
執行部が議案説明の動画を撮って，その動画の
URL を組合員へ送って，意見や質問を募るとい
うことをやったのです。このようなやり方には賛
否あると思います。今はもうそういうやり方は一
切やりたくないですが，そのときは当然，直接対
面はできないし，車座で会話することもできない
ので，動画説明になってしまった。本当の職場活
動の組合の役割って何かということは，やはり対
面みたいなものを大事にして，生声でやるという
ことを担い手である組合役員が忘れかけてしまう
と，活動自体が大変なので，自身のワーク・ライ
フ・バランスのために動画を復活してくれといっ
た声が上がってしまう。組合役員自身が職場活動
に面白みを感じて，そのための活動に時間を割く
ための仕掛けが要るのかなという気がします。私
たちはすごく今苦しんでいる状況です。
　山下　効率化と効果のバランスが難しいです
ね。
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３．ストライキはもう古いのか

（1）交渉力を担保する方法
　山下　日本では敗戦後に非常にストライキが多
く行われて，それが日本の労使関係を形成したの
ですが，その後ストライキはなくなっていきまし
たし，世の中もストライキに対する批判が非常に
強くなっていったと思います。もちろんストライ
キだけが交渉力を担保しているのではなくて，そ
れ以外のいろいろな活動でも交渉力は担保されて
いると思うのですが，今どうでしょうか，現在ど
ういう方法で労使関係の交渉力を担保されている
か。ストライキというのは象徴的な問題なのです
が，これを含めて感じていることをお話いただけ
ればと思います。
　A氏　ストライキについては，ポイントが 2 つ
あると思っていて，1 つは，事業所のなかで未組
織の非正規の方が非常に増えていますので組合員
だけが労務供給を止めたとしても，ほとんど効果
がないという現実があります。
　2 つ目は，規制緩和で同業者が増えていますの
で，ストを打って業務を止めた場合に，顧客が他
社に乗り換えるということがあります。その結果
自社の業績が下がって労働条件に悪影響を及ぼす
ということになります。つまり 1 つ目としては，
やっても意味がないこと，2 つ目に，やりたくて
もやれないこと，そんな状況になっているので，
ストライキは今のところやっていない状況です。
　交渉力の担保ということでいいますと，組合が
現場の情報を握る，これに尽きるのではないかな
と思っています。職制からは上がってこないけれ
ども，経営判断に必要な現場の情報を組合がしっ
かり握っている。それがあれば，その組合は会社
と対等な関係を築くことができるのだろうと思っ
ています。
　ちょっと横道にそれますけれども，戦前，労働
組合というのは全部，産業報国会に合流してし
まった。組合自らが解散してしまったという歴史
的な事実があるということと，それから，あまり
大きな声で言えないですけれど，連合が労組法上
の労働組合になるべきじゃないかなと思っていま
す。「連合ユニオン」だけだと，ベルコ事件 1）の

ような，ああいう広域の事件にスピーディーに対
応できないということもあるので，連合そのもの
が労働団体というよりも，やはり労働組合に運動
体として様変わりしていくことも必要なのかなと
思っています。
　B氏　ストライキということについていいます
と，A さんもおっしゃっていましたけれども，
やっても実効性がなくなってきているのではない
かと思っています。今，もうストを知らない，
やったことがある人のほうが，本当に限られた方，
一握りになってしまっているので，やり方も正直
分からないという世代のほうが多いですし，あと
三権投票も，これ何ですかということが，組合員
だけでなく役員からも，出たりします。形式上
やっているけれども，正直意味が分かっていない
というのが実態で，春季生活闘争の間にもそんな
やり取りがありましたので，本当にストというこ
とからは全体が離れていっていると思っています。
　ストは過去の話というのが実感なのですが，実
際私も，これまで残されてきた記録のなかでしか
見たことがないというのもありまして，それでは
いけないなというところもあります。ある意味，
経営にとっては，脅威というか，影響はあるのだ
と思いますけれども，実際のところできないとい
うことが大きいのかなと思っています。
　交渉力の担保についてですけれども，やはりこ
れもまさに，もうおっしゃっていただきました
が，職場の声を全体集約して，生の声のままぶつ
けるということが一番だろうと思います。ある程
度，経営側は職場のことはわかっているとか，い
ろいろ報告も聞いていると言いますけれども，正
直そういうことが本当に声として出されたとき
に，実はそこまで見えてなかったということが
往々にしてあるので，そういうことが一番だろう
と思います。今も産別や単組から聞いているなか
でも，そのようなやり方をしているところもあり
ますので，それが一番大きい力になるんだなとい
うのは私自身も感じています。
　C氏　このテーマ，私も悩みました。古いのか
どうかと問われれば，古いんだろうなとは思いま
すけれども，やはり権利はきちんと担保しておか
ないといけないと思います。
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　私の出身単組では，15 年ほど前からスト権事
前確立投票を実施していました。しかし，恥ずか
しながら事前確立をしている流通系の労組は少な
いですね。単組のスト権事前確立投票は，パート
タイマーの皆さんもひっくるめた高賛成率，
93.7％とか，支持されるわけです。それを見た経
営者はびっくりするんですよ。でもこれもすっか
り慣れちゃって，どうしようかなと悩み，会社を
本気にさせるためには，じゃあストを想定して，
お店の入り口付近を，支部執行委員がメジャーを
もって測りまくれと。その姿を必ず店長が見てい
るので，「何をしているのか」と言わせて，その
情報を会社に上げさせるようにしようと。今回は
かなり本気じゃないかということを見せるよう
な，でも，それも限界です。
　交渉力ってやはり，経営者との信頼関係を日頃
からどうつくっていくのかということだと思うん
ですよね。一方で，適度な労使の緊張感は当然大
事なことです。いざというときは，しっかりスト
ライキが実施できる，そのような組織体にしてお
くことが重要だと思います。
　D氏　今皆さんおっしゃられたとおり，本当に
そのとおりだと思います。闘い方というよりか
は，やはり交渉力という意味では，C さんご指摘
のとおり，日頃からいかに労使コミュニケーショ
ンを重ねているかということなくしては，ことは
進まないですし，そのためには職場現場の声を労
働者代表たる組合はちゃんと把握して，そういう
ことをしっかり見せていかないと，我々の要求や
改善への対応の促しにつながらないと思っていま
す。会社を突き動かすためには，日頃のコミュニ
ケーションと，我々しか持ち得ない情報をいかに
持つかということを常に意識しているところです。
　ただ，この闘い方のなかでは，たとえば春闘で
は，争議権確立に向けた一票投票を私たちも行っ
てはいますが，実はこの投票についてはいろんな
尺度として使っています。どういうことかという
と，私たちの組織では支部を構成していて，支部
の非専従役員が投票を行うように組合員へ促しま
すが，良いか悪いかは別として，投票が数値とし
て見えるので支部間で競い合うんですね。自分た
ちの活動力を測るという意味で。そこはちょっと

燃える部分があって，頑張った分だけ数字が上
がってくる。だからといって，それをもってスト
ライキ権を行使するということの判断に直接的に
は至りませんが，我々が掲げている要求に対する
賛同の思いとして，投票結果を交渉のなかでは材
料として使っています。このようなことを過去か
ら続けている以上，一票投票をやめるとも言えな
いですし，投票の数字が落ちましたというのも格
好が悪いので，一票投票への賛同数は交渉の際の
材料になっているというところがあります。
　ただ唯一，連合が掲げるヤマ場決着に向けて，
春闘で行っているのが，（合意ができなければ）36
協定を破棄するということを明白にしています。
過去は，3 月をまたいで 4 月に妥結するケースも
あったのですが，その際 36 協定を締結しなかっ
たときはものすごい問題になりました。職場現場
のマネージャーが困り，コンプライアンス違反に
抵触してしまうので，それは交渉を進めるうえで
は非常に効果はありましたけど，現場からの突き
上げも組合に対してありました。ただ 36 協定は，
組合側も締結主体であるので，交渉場面において
はそれを一方的に破棄することも個人的にはあり
かと思っています。そこまでして時間外に働かせ
たいという思惑があるのであれば，我々の声を聞
けよという主張には事実使えるという思いでやっ
ています。
　首藤　日本の労使関係は，労使間の信頼関係に
基づくコミュニケーションを重視してきました
し，それは機能してきたと思います。ただ，労使
関係には適度な緊張関係も大切だと思いますが，
これについては，組合はどう考えているのでしょ
うか。
　A氏　ストが必要な組合はあります。特に中小
で労使関係が対抗的なところは，これはやはりス
トが必要なところです。大企業で労使関係がよけ
れば，これは信頼関係に基づいて物事が進むで
しょうけど，そうじゃないところも多いですか
ら。私は産別役員になって，ストを 2 回経験して
います。最初にやった仕事が，「どこどこの単組
で今ストやっているから来てくれる？」っていう
感じであのときは 1 日止めましたかね。また，関
西方面でストライキをやるから来てくれみたいな
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話で，地方連合会のアドバイザーと一緒にストを
やりましたので，そういう意味では，昔の話では
あるのですけれども，でも結構身近なところで今
までやってきたなと思います。産別本部に赴任し
たときに，前任から引き継いだ机の引き出しを開
けたら，「○除 」という赤文字の紙があるんですよ。
除外物資に貼る紙がそこにあるんですね。うちの
産別は結構，ストについては身近に感じていまし
た。
　ただ，やはり若い人には，なかなかもう継承さ
れないですね。たとえばジグザグデモのやり方を
知っている人もほとんどいなくなりましたし，継
承する必要があるのかどうかという問題はおいて
おくとして，どういう環境におかれている組合な
のかによって闘い方が全然違うと思います。だか
ら今でもストというのが有効な組合というのはあ
ると思います。
　B氏　ストライキ自体は実際のところしばらく
行われてないですが，36 協定はちらつかせるこ
とはあったようです。交渉の前面にはあまり出さ
ないですけれども，そういうことも想定してとい
うような話はしたことがありますね。
　A 氏　36 協定破棄は，影響が大きいですよね。
うちも 1 回やりました。もう職制，慌てました
ね。判子押してくれ，判子押してくれって，右往
左往していましたよ。
　B 氏　36 協定はかなり影響力がありますよね。
でもそれ以外には，交渉の条件として何か出して
というのはあまり聞いたことがないです。
　D氏　春闘における要求と回答を引き出すなか
で争議権の行使は，正直，今は難しいと思ってい
ます。ですから，平常からどうやって労使コミュ
ニケーションのなかで緊張感を保つかというとこ
ろに徐々にシフトしています。それはやはり，A
さんがおっしゃる企業労使の構成であるとか状況
によってまちまちだと思うのですが，たとえばユ
ニオンショップであったりとか，加入率が高い組
織だとすると，就業規則にかかわる内容や，いろ
んなものを改定するにあたっては，労働組合の議
決機関で決議しないとそれに応じられないという
関係が保たれていることが当然重要で，日頃か
ら，いろいろな案件が労使交渉のなかでは同時に

走りますので，ある案件の話が進まないのであれ
ば，別の案件について組合は受けませんというふ
うに，会社に対しては態度保留というやり方をす
るだけでもプレッシャーになる。会社に対して
は，いろんな牽制のやり方があると思います。た
だ，逆にそれはバーター的な状況を醸し出してし
まう場面もあるので，執行部に対する組合員の信
用にもかかわる話でもあり，慎重にやらなくては
いけない部分でもあります。労使コミュニケー
ションを良くしようという観点は，会社側として
も，労組をうまく使いこなすことにもなりかねな
いので，そこはすごく知恵は要るかと思います。

（2）現場の声をどう拾うか
　西村　日常的なコミュニケーション，労使コ
ミュニケーションは重要であるというご発言があ
りました。一方で，さっきの 2 つめの議論（2.（2）
組合活動の IT 化）でもあったように，非専従の方
がお客様化しているなど，職場の情報収集力が低
下しつつあるという課題も抱えておられるのかな
と思ったのですが，情報収集力を維持するための
工夫であるとか，あとは，語弊があるかもしれま
せんが，動機づけみたいなところで，実施されて
いる工夫であるとか，問題意識や課題意識を持っ
ているといったところがありましたらぜひお伺い
したいのですが，いかがでしょうか。
　C 氏　答えになっているかわかりませんけれ
ど，毎年の賃上げのタイミングで，経営と現場の
ギャップ改善のために「組合からの改善提言」を
経営に投げてきました。経営上の課題をいくつか
の項目に分けて，たとえば流通でしたら商品開発
とか，店舗の魅力度アップとか，経営と現場の
ギャップを中心に声を拾い上げ労働組合目線の提
言をします。最初の団体交渉なりで改善提言を出
して，それに対して回答をもらっていく。当然，
短期間で解決できることもありますし，長期間か
かるものあります。賃上げ終了後も，毎月の労使
協議会でチェックしていき，現場の声が改善につ
ながったというようなことをやっています。
　西村　現場から声は上がってはくるものの，

「ちょっとピントずれているよな」とか，「何か
ちょっと違うよな」みたいな，そういう感覚やご
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経験はありますか。
　C氏　それはいろいろありますよ。我々の狙い
どころとちょっと違っているなとか，ここはもっ
と深く入り裏づけが必要だなとか，そういうこと
はたくさんあります。現場の声は大事ですが，あ
くまで執行部が考える改善提言案に基づき，現場
の声を裏づける。このような考えです。しかし，
この改善提言もマンネリ感があるのも事実です。
　西村　そういったマンネリ化をいかに回避しつ
つ運動していくことは，すごく大事なところだと
思うのですが，何か取り組んでいることやご自身
の意見などについてぜひお聞かせいただけないで
しょうか。
　A氏　取り立てて意識してやってきたというこ
とではないのですけど，職場回りですよね，店舗
を巡回することに尽きるのかなという気はしま
す。営業所が，たとえば 1 つの県のなかでも 30
カ所，50 カ所ありますので，そこを小まめに訪
ねて，組合員と直接話をしながら，最近どうだい
みたいなところから始まって，「困っていること
あるか」みたいなことで要望を吸い上げていくと
いうことと，その職場の問題点ですよね。結構コ
ンプライアンスから外れるようなことをやってい
るところもありますので，深く入り込んでいくと
その辺なんかも見えてきます。そういった情報を
労使協議会，経営協議会の場で，こういう声が
あって，現場ではこうなっていますよというと，
結構会社はびびるし，しゃきっとしますよね。そ
の辺の積み重ねかなという気はします。

４．賃金交渉

（1）今年の春闘を振り返る
　山下　賃金交渉と労働組合の役割についてで
す。賃金交渉のところは今回春闘でかなり大きく
変わっていまして，研究者として長く見てきた立
場ですと，なぜ今年はこんなに春闘で満額回答が
続出するのかというのが非常に興味深いところで
すが，個別の賃金決定がこれまでずっと強まって
きたなかで，今年のことも含めて労働組合は賃金
交渉にどういう姿勢で臨まれているかということ
をお伺いしたいと思います。

　それから，最低賃金ですね。非正規の人が非常
に拡大して，日本全体の賃金が低いというなか
で，最賃というのが改めて大きなテーマになって
いますが，これについてもご意見をいただければ
と思います。賃金交渉全体についてでも構いませ
ん。
　A氏　賃上げ原資の確保が難しく，他産業ほど
上げることができないというトレンドは変わって
はいません。ただし，さすがにここに来て，原資
がなくても，賃金を上げないと人が逃げちゃう。
これは会社自体の存続にかかわってくる話になる
ので，昔は「ない袖は振れない」だったんですけ
れど，「なくても振らなきゃいけない」という傾
向が結構ありまして，従来より上げ幅が大きいで
す。傾向値でいいますと，特に 300 人から 999 人
規模が，前年比で 145％と結構上がっています。
逆に 1000 人以上とか，300 人より少ないところ
は前年を割っています。このトレンドはかつてな
かった気がします。
　ただ，これはやはり昔から言っているように，
企業の存続をかけた人材の確保が，もう本当にこ
こに来て人が採れないということから，人が逃げ
出すというところまで進んでいるので，これは何
としてもこの状況を変えなきゃいけないというこ
との現れなのだろうなと思っています。
　賃金の個別化の話でしたか，ここは評価型賃金
とか能力型賃金そのものを否定しているわけでは
ないので，要はきちんと管理者が査定できている
のか，そこのところのチェックが一番のポイント
だろうと思っています。だから賃金が個別化する
ことで労働組合の役割がなくなっていくというこ
とではなくて，適切な運用が行われるように労働
組合が会社と交渉していくという，そういった意
味では集団的労使関係というのは今まで以上に重
要になるんだということと，その交渉プロセスで
すよね。これを組合員に見せていくという，この
辺のところが重要だろうと思っています。
　それから，最低賃金の問題ですが，全国一律最
低賃金が本来は必要なのではないかなと思ってい
ます。地域別最低賃金の一番の問題というのは，
地域格差，これが全然縮まらないことにあるんだ
と思っています。
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　今，A ランクの最高が 1072 円で，D ランクの
最賃が 853 円ですから，差額が 219 円あるわけで
す。そうすると，全国規模の会社で，同じ会社で
同じ仕事を年間同じ時間，仕事をしたとしても，
仮に月 160 時間で年間 1920 時間働くと，42 万円
差がついてしまうという実態があるわけで，本当
にこのままでいいのですか，ということです。そ
の辺のところを考えると，イギリスのように全国
一律最低賃金というのを目指すべきではないのか
と思っています。
　B氏　今回の賃金の交渉については，人手不足
ということが大前提にあって，宿泊業は業況が
戻ってきているとは言われていますけれども，正
直そこまで戻りきっているわけでもないです。で
すから，会社としては厳しかったのですが，それ
でもやはり賃上げ，ベアということで応えるとこ
ろが例年になく多かったです。賃金交渉について
は前向きに進んだなというのが実感です。ここま
で取れると思っていなかったというのが正直なと
ころです。やはりうちの産業ももれなく，人がど
んどんコロナで辞めていって，辞めてしまった人
が戻らない。その辞めた状態のところに需要が
戻ってきて，もう現場が疲弊して，時間外労働が
増えるのでさらに辞めていくという，負のスパイ
ラルになっている感じです。加えて予約の受注と
か，レストランの稼働についても，人手がなく
て，対応できないという理由で，100％受けられ
ない状況があります。この状況のなかで，働いて
いる者たちのモチベーションの維持と人への投資
ということが今ずっと言われていますから，春闘
での賃上げはそういったことへの経営の判断だっ
たと思っているところです。
　20 年ぶりにベアが取れたというようなところ
もありまして，本当に今回の春闘は，業界として
は，人の行動が制限されて，押さえつけられてい
たところがありますから，ここで上げなかった
ら，いつ上げることができるのだろうということ
での交渉のなかで，強くその思いをぶつけたとこ
ろがあったのだろうと思います。社会的な後押し
もすごく大きかったと思いますし，ほかの産業も
上げている，人がどんどん流出していって，今ま
では産業のなかで人が結構回っていたのが，他産

業に流出してしまったというところがあるので，
その危機感というのは間違いなくあったんだろう
なと思っています。
　今後は，継続してやっていけるかどうかという
のがカギかなと思っています。賃金が低いとずっ
と言われてきている産業なので，上げていかなく
てはいけないなと思っています。
　個別賃金については，ジョブ型雇用とかも今言
われ，さらに個別賃金が進んでいくと思いますけ
れども，正当な評価ができているかどうかが課題
として常に議論されていて，その環境を整えるこ
とがまず大事だろうと思っています。
　最低賃金のところですけれども，産業的にも最
低賃金に張りついてしまっているところも結構あ
ります。それを考えると，全体的に引き上がって
いくことはもちろん必要ですし，今後もそれなり
の割合で上がっていくのだろうと思っています
が，地域間格差が広がっていくばかりなので，そ
こを縮めていくことは絶対にやっていかなくては
いけないだろうと思っています。今年はランクが
見直されますけれども，それでもやはり地域間格
差の是正にはそこまで大きく影響しないとも思っ
ていまして，地域で額の差が出てくると，ホテル
の人たちもそうですけれども，みんな高いところ
に流れていってしまいます。自分の本当の居住地
のところで働けないというか，通える圏内だった
ら高いほうに流れていってしまうので，雇用の確
保ができないということにつながっていきます。
全部一律がいいかと言われると，ちょっと難しい
のかなというところもあるのですけれども，賃金
差を縮めていくということの努力というか，策は
打っていかなくてはいけないと思っていますし，
産業的には今後もどんどん上がっていってほしい
なと思っています。
　C氏　もう A さんと B さんにほぼ述べていた
だきましたので，私は，今春闘の 5％の要求率に
ついて，個人的な意見を申し上げます。結果 5％
の要求は，もう少し高くてもよかったのかなと思
います。今春闘では，組合要求を上回る回答を出
された企業がありました。このようなことは今ま
ではごくまれでした。この結果は，労働組合も大
いに反省すべきと思います。次年度の春闘を持続
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性の観点からもどうしていくかというのが大きな
ポイントですね。今春闘では，大手の流通グルー
プが早々とパートタイマー 7％で回答するという
記事が出ました。あれはすごく世論を後押しした
と思いますし，結果，人手不足もあいまって業界
の底上げになったと思います。
　この大手の回答を 300 人未満のところにどう波
及させていくのかということが我々も少し気に
なっていまして，連合の中間集計結果を見る限り
今春闘では，大手の満額回答から，300 人未満の
ところにも流れは継続できたという見方を今のと
ころはしている感じですね。
　一方で，価格転嫁が去年よりも進んできている
という報告はいろいろあるのですが，労務費を転
嫁することができないということが最大のネック
だったと思います。このことも来年のポイントに
なりますね。
　D 氏　私はマクロ的観点ではありませんが，
2023 春闘での労使の内情は，個別賃金制度を先
行して導入している総合職と賃金テーブルのある
有期契約社員が混在するなかで，春闘においてど
のようにして賃上げするかという論点であったの
ですが，方針立て等に関しては，連合や産別方針
を準拠して掲げました。私たち企業労使からする
と，賃金見直しのきっかけは，これまでも春闘の
タイミングでしかなかったですし，大幅な人事制
度改定の際に見直しをすることもありますが，や
はり，賃金テーブルを塗り替えるという行為は春
闘でしかないので，今回の春闘でも何か手は打て
ないかというなかで進めてきたところです。
　ただそういう意味では，もう去年の夏秋ぐらい
から，いろんな報道で物価上昇等々出ましたか
ら，そういう意味では，経営者であれ社員であ
れ，物価上昇に対して賃金をどうするのかという
のは，自然に会話のなかで出てくる話題でした。
ですので，外堀は埋まった感もあったのは事実で
す。
　もう 1 つ，先に海外の物価上昇がものすごく大
きかったこともあり，社内には，海外赴任者もた
くさんいることもあって，実は春闘とはまったく
別に海外の現地物価に対する手当見直しなどを先
行して行った実態がありました。ですからその後

それが布石となり，日本国内ではどうすべきかと
いうのは，交渉として非常に追い風だったという
のは事実です。
　ただ結論は，有期契約社員はベアで，総合職は
個別賃金の枠組みを入れていたので，実質的には
ベアではなく一時金という結論となりました。そ
れは，総合職は労使論議のもと個別賃金の制度に
なりうる人事制度を直近で導入してきた経過も
あって，固定的な基本給ではなく，ある程度の賃
金幅のなかで，個人評価に基づいて賃金を決定す
るというふうにしたため，ベアというときのベー
スの概念が実はもう成り立たないということもあ
りまして。個別賃金の制度を労使で導入する行為
をした時点で，ベア論議というものとはかけ離れ
るということを自らやってしまったという事実が
あります。今回の春闘の妥結結果を組合員に
フィードバックする際にきちんとした説明を，今
もまだ行っていますが，しておかないと，「組合
何やっているんだ」ということにもなりかねない
ので，対応を進めている状況です。
　というのがまずありますが，今回の春闘では，
要求に対して会社は満額回答を明示しています
が，世の中ではベースアップが広がっているの
で，一時金支給となる社員，組合員にとっては，
感情的にネガティブになりかねないので，しっか
りと説明していくところです。
　あと最低賃金に関しても，連合や産別方針のも
と進めていまして，一応，企業内最低賃金協定の
締結をしました。時折，職場現場では，労働集約
型の業務をテンポラリーで行うケースがあるた
め，アルバイトの方を雇うことがあって，そうい
うところのセーフティネットとして企業内最低賃
金協定を締結している実態があります。このよう
なケースがなくても，最低賃金を掲げて設定して
いくというのは大事なことだと思っています。

（2）賃金の個別化と春闘
　山下　1 つお伺いしたいんですけれど，ベアで
はなくて一時金になったということですけど，春
闘の交渉のなかで，格付けごとに賃金が決まって
いますよね。それを全体としてアップするような
交渉を想定していないということなのでしょうか。
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　D氏　今回年収 5％改善の要求をしています。
そこには定昇含みなのですが，正直，交渉でどう
いうことをしているかというと，原資算定を労使
で行っています。個人評価によって毎年賃金の洗
い替えがあるので，高評価の人はもともとの賃金
設定から十数％上がったり，評価が低いとマイナ
ス 5％になるということが起こりうるので，それ
を次の年度で実施したときに，どれだけ原資が
トータルとしてプラスになるのかを労使で一応確
認します。そうすると，洗い替えだけで原資増と
して 3％ぐらいは見込めることが確認できたの
で，後はプラス 2％を出せるのか出せないのかと
いう交渉となり，2％出せるとなれば，支払い方
をどうするかという展開です。一時金なのか，職
種によっては，たとえば非正規社員にはベアがで
きるのか，そういう細かな話を交渉していたとい
うことです。
　首藤　でも，たとえば 2％分を一時金で出すと，
賃金の底上げにはならないし，来年以降続くとは
限らないのでは。
　D氏　そのとおりです。私たちにとって，それ
は 1 つの覚悟となりますが，毎年賃金交渉はして
いかなければ積み上がっていかないので，その点
も組合員へ説明しているというところです。
　社内では，マネージャー層と組合員層の賃金の
高さのレンジの違いがあるので，会社としてはマ
ネージャーの最下位のところとの賃金額と組合員
層をかぶらせたくないんですね。ですが，組合と
して，賃金を上げていくということはもちろん努
めていきますが，組合員層のレンジを上げるとな
ると，会社は，組合員層の時間外労働の割り増し
分なども踏まえて，マネージャー層の賃金レンジ
も上げるということにもなり，そのことに対して
かなり抵抗があるのも事実。また，組合員層の個
別賃金の枠組みのなかでは，支給額の下限と上限
とではものすごく差がありまして，その下限と上
限のなかで，下限を上げるといっても上限は上げ
られないとか，上げようとすると，マネージャー
層も上げるという論法もまだ打破できていない。
しかも，このレンジの下限を上げたところで，今
時点の実態としては，その層には実在者がいな
く，何も影響が出ないので，そうなると原資の

2％は，1 年分ではありますが一時金のほうがむ
しろ公平だというのが内実です。とはいえ，きち
んと賃金テーブルがある職種に対しては，今回，
ベアとして確保することができました。
　C氏　さきほど，D さんのところは低評価だと
5％まで下がるっておっしゃっておられましたが，
我々も過去議論になったことがありまして。まず

「下がる」をつくりたくないというのが本音じゃ
ないですか。1 年間一生懸命働いてきて下がるっ
て，業績が反映する一時金が下がるのとは意味が
異なりますよね。評価昇給がないということなの
で，そこは会社に対して徹底抗戦しましたが，残
念ながらごく少額ですがマイナス定昇が制度に
入ってしまった苦い経験があります。
　D氏　ご指摘のとおり，そもそも 1 年間働いて
も前年よりも賃金が下がってしまうという制度を
許容してしまったことは，労働組合としてもその
責任を背負っているというのは事実だと思いま
す。
　最近のトレンドでは，ワン・オン・ワンなど，
いろんなことを駆使して，職場における上司と部
下のコミュニケーションの促進がされています
が，常に，雑談含めて評価面談とは異なる日常の
コミュニケーションを図っている部署では，部下
である組合員は評価結果については，納得はしな
くても，評価結果への理解度は高いです。評価に
は，絶対評価と相対評価があるので，能力評価に
関しては絶対評価なのですが，成果に関しては順
列により相対評価となるため，日常的なコミュニ
ケーションのなかで，課題を解決するためのフォ
ローやいろいろなアドバイスがあるかないかで，
理解度が変わってくるといった状況です。そうい
うこともせずに，評価結果のみを伝えるような職
場は問題で，そういうところの改善に向けて組合
から突いているところです。
　山下　原資固定で相対評価だと，賃金が全体と
して上がる見込みがどこにあるのだという感じに
なりますよね。差をつけるだけのことであって。
そうすると，やはり春闘の役割というと，ある程
度そこに踏み込んでいかざるをえないと思うので
すけど，どういう形があるのでしょうか。
　D氏　どのようにすべきか苦慮しているところ



No. 758/September 2023 61

座談会　労働組合の現在と未来を語る

です。ただ，先ほど申し上げた人事制度は昨年か
ら始まったもので，どちらかというと賃金支給の
仕方というよりも，個別査定というか評価制度に
難しさがあろうかと思っています。どこの企業も
評価によって上位評価は上の何％みたいな相対分
布があると思うのですが。それは賃金原資をいか
に配分するかというものなので，それを細かくし
てしまったがゆえの弊害かと思っています。です
から，高低差を縮めることで低いところを上げる
というようなことがまず 1 つあるのではないかと
思うのですが，今の状況からすると，いくぶん，
評価と処遇のメリハリ感をつける方向へかじ取り
をしているというような状況です。

５．労働組合のサステナビリティ

　山下　労働組合の将来像というもの，どういう
ところに力を入れていくべきか。それから従業員
代表制度のような，代替する機能の議論もありま
すが，こういうものについても含めて，どんな観
点でも構いませんので，一言いただければと思い
ます。
　D氏　私は単組である企業別労働組合を前提に
して考えたときに，やはり執行部が自分たちの機
能や役割は何なのかということを共通認識のもと
で活動していかないと，自分の好き勝手なことだ
けをやると，持続的にはならないと思います。組
合ごとにユニークであっていいと思いますが，そ
れぞれ単組としての役割は何なのかということを
今一度定めて，それをきちんと，仲間，同僚であ
る組合員と共有して活動していくことなくして
は，自然消滅してしまうのではと思います。
　労働者代表制に関しては，各種法律に基づいて
設置が必要な部分は従業員代表でも良いかもしれ
ませんが，私は，それは労働組合としての機能，
役割のごく一部でしかないと思っています。労働
組合のほうが機能と役割は大きいと思いますか
ら，従業員代表制は，労働組合にはなりえないと
思います。
　C氏　労働組合は何のために存在し，これから
どこに向かって行くのか。我々がまず共通の考え
を持ったうえで，そのことを世論にどう理解して

もらえるのか。労組と言えば，赤い鉢巻きを巻い
て，腕章をつけて「おー」とか，こういうイメー
ジが定着していますよね。私，専従になるとき
に，父に，専従になる話が来ているから受けると
言ったら，「おまえ会社に左遷されたのか」とか
言われました。やはりイメージが悪い。労働組合
の活動や運動は，組合員のことだけを考えている
のではなく，日本を支えている 1 つのステークホ
ルダーであり，世界の平和にも貢献していると
か，そのようなメッセージをもっとわかりやすく
世論に働きかけていくことが必要だと思います。
特に連合はその先頭に立つことが大事ですね。こ
れから労働力人口は，ますます減っていきますよ
ね。マスコミ報道では，2040 年に 1100 万人の労
働力が不足すると言っていました。そのときの労
働組合の構成はどうなっているのでしょう。なん
となくですが，正規労働者は減っているのかな
と。その時代にあった新しい運動，意義，存在価
値などをつくっていく必要があると思います。私
なりに 1 つ言えることは，どのような時代でどの
ような働き方をしていたとしても，労働という枠
組みには，最低限のセーフティネットが存在して
いる。そんなことを働きかけていかなければなら
ないのかなと思っています。
　先日，中小企業の社長の方と雑談していたとき
に，「労働組合なんてもう要らないんじゃない」

「従業員の声を聞く経営者が多くなってきている
じゃない」など，従業員の声はしっかり拾えてい
ますよと，その方はおっしゃっていましたけど，
今の社長はそうだとしても，社長の代が替わり，
2 代，3 代になったときも，本当に従業員がもの
を言える会社が持続しているかどうかはわからな
いので，やはり労働組合が存在し，会社に対し牽
制機能を働かせることが必要なんですよねって，
そんな話していたんです。そのようなことも含
め，私は，労働組合で働く専従者という職業を，
日本で働く職業ランキングのトップ 10 に入れた
いなと，そんなことをいろんなところで言ってい
ます。
　今私は，労働組合専従者という仕事に巡り会
え，楽しく仕事をさせてもらっています。
　B氏　持続可能なのかということでいくと，持
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続していかなくてはならないと思っていますし，
働き方は今後もさらに多様化していくのでしょう
し，企業に属する方が減っていくということもあ
るのかもしれないですけれども，そういったなか
でも労働者の権利を守っていくためにはなくては
ならない存在だと思います。そういった存在意義
みたいなものをしっかりと世に発信していくとい
うことが大事なのだろうと思っています。ただ，
持続するためには，先ほどの組合活動のあり方に
ついてのところで出たような，環境を変えていか
ないことには持続可能にはならないと思っていま
して，誰もが参画していけるような，担っていけ
るような，そういう活動の仕方に転換していかな
くてはならないと思っています。それがあってこ
そ持続可能になるのだろうと思っています。
　イメージ的にも，労働組合は古いというか，そ
ういうようなイメージがあるのだと思います。組
合員は若いけれども，役員としては若い世代が
入っていないということがありますから，そこも
クリアしていかないと，身近な存在にもなってい
かないでしょうし，自分事にも置き換わっていか
ないだろうと思います。
　組織が大きくなればなるほどトップの権限が増
してくると思っています。そのなかで心理的安全
性みたいなものもしっかりと組織のなかで確立さ
れていかないと，この後担い手がいなくなるわけ
でして，持続可能でないということだと思いま
す。
　労働者代表は，労働組合が担っていくのがいい
と思っていまして，それはなぜかというと，労働
者代表の方の精神的な負担とか，そういうことが
大きいだろうと思っています。不利益取扱いがな
いようにとか，いろいろありますけれども，そう
はいっても，本当に職場とか労働者全体の声が反
映できるのかというと，そういうことにはなかな
かなりづらいだろうなと思うと，そこは過半数代
表，過半数労働組合でやっていくということがい
いだろうと私は思っています。
　A氏　労働組合が持続可能であるためには，一
体労働運動って何のためにやるのかという根っこ
の部分が大事なのかなという気はします。専従役
員になったとき，当時連合の事務局長の草野忠義

さんが新聞で就任のインタビューを受けていて，
そのときの見出しが「人間中心の世の中をつくり
たい」で非常に感動しました。いや，まさにこれ
だよなという，労働組合でそれができるんだよな
という，力強いエールをもらいました。
　だから，自分のことだけ考えて生きていくとい
うことじゃなくて，いかに周りの人たちのために
自分がその仕事をするのか，頑張るのかという，
そういう考え方に立てるかどうかにかかっている
のだと思います。ただ，そこだけ強調すると，
じゃあそういう考え方に立てない人は組合役員に
なれないのかというので，だんだん先細りをして
しまう話にもなってしまうので，ここは難しいの
ですけれども，仕組みとして，利己的な働き方で
はなくて，利他的な働き方というのが結局自分に
も周りにも跳ね返ってくるんだというような，仕
組みとして労働組合，労働者団体の組織をつくり
上げることができれば，それは労働組合であろう
が労働者代表制であろうが，どっちでもいいのか
なと思っています。
　ですからそういう意味では，労働組合が当然第
一義的であるべきなんですけれども，組織率が
16.5％という現実があるわけで，それを考えた場
合に，労使交渉のチャンネルがないほとんどの職
場に，何らかの形で労使の話し合いを持てる組織
をつくるということが非常に大事な話になりま
す。そういった意味では労働者代表制，これは非
常に有効な方法だろうなと思います。ただ，今の
労働者代表法案要綱骨子案の仕組みだと，ちょっ
と問題が多いのかなと思いますので，その辺をど
う改善していくかだと思っています。今，不利益
取扱いの話も出ましたし，労働条件の設定ができ
ない，法定基準の解除だけという，果たしてそれ
だけでいいのかということもあります。それか
ら，今連合では，過半数代表制の機能強化を同時
並行で進めています。労働者代表制という新しい
仕組みをつくるとなると，結構ハードルが高いの
で，そういう意味では，今ある過半数代表制の機
能を強化していく，常設化していくとか複数化し
ていくとかという，そういう機能強化をしていく
ことによって，結果として，それは，労働者代表
制と同じではないか。そのように持っていけれ
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ば，実現のハードルというのは低くなっていくの
かなと思います。そのなかで足りない機能という
のを徐々に付け加えていくというのが，現実的に
はプロセスとして一番有効ではないかと思いま
す。
　西村　それぞれの課題がトレードオフの関係に
なっているといいますか，たとえば議論「2．（1）」
の家庭と組合活動の両立に関する課題を解決しよ
うと思うと，闘い方で，密な職場情報を集約して
労使コミュニケーションを充実させていくよう
な，組合活動の終わりが終業時間だというお話も
ありました。働きすぎみたいなことがないと組合
機能を維持していけないという，そういうトレー
ドオフの関係が，実際に組合活動していくなかで
は難しい課題としてのしかかっていると思いまし
た。そういったところが，組織拡大が必要だと言
いながら，その 16.5％というのは，別に当事者が
サボっているわけではなくて，そういう各課題間
の関係性，一方の課題を解決すると，もう一方の
課題が大きくなってしまうという，そういうとこ
ろが今後の労働組合運動の難しさではないか，
と。どちらが大事というのはなかなか難しいかも
しれないのですが，今後組合活動を活性化させて
いくという意味では，どこかの課題にフォーカス
を絞って，ここをまず解消していこうという，そ
ういう段階的な運動というのが必要になっていく
と思いました。
　自分たちの組織では，持続可能な労働組合運動
のために，まずこういう課題に取り組んでいこう
というところについて，可能な範囲でぜひ教えて
いただけないでしょうか。
　A氏　そこは置かれた組織によって，どこに軸
足を置いて，どこから取り組みを進めていくかと
いうのは，多分千差万別だと思います。うちの産
別で言えば，まずは比較的大手で組合をつくるこ
とを会社自身が求めているところがいくつかあり
ますので，そういったところを組織化していくの
が喫緊の課題だと思っています。
　組織化のパターンもいろいろあります。やはり
労働相談から組織化していくという従来のパター
ンでの組織化は非常に重要なので，引き続き継続
をしていく。いずれにしても，ピーク時の組合員

数からまだまだ回復していないので，ここは回復
していかないと，組合の内外に対する発信力とい
うのは弱まる一方になるので，ここは強化をして
いかなきゃいけないと思っています。
　それと，組合の担い手の問題というのは確かに
大きいのですけれども，では組織拡大に勢力を集
中するから育成ができないかとなると，これはま
た別問題なので，育成に取り組みながら，そこに
新たな人材が出てくる可能性もありますし，これ
は同時並行でやっていきながら，トレードオフの
関係にならないような組合活動というのを模索し
なければと思っています。
　細かいことはいっぱいあります。先ほど出た個
別賃金の問題もありますし，「個別賃金」と「賃
金の個別化」とはまた別問題になってくるし，勤
続 17 年，35 歳の標準労働者がどれだけいるのか
ということになるので，これはなかなか難しい。
けれども，個別賃金は避けては通れない課題と位
置づけていますし，当面は，いかに組合員を増や
していくかということに軸足を置いて運動を進め
ていきたいと思っています。
　B氏　産別としては，先ほどの人手不足の話も
ありますけれども，大幅に組合員数が減っていま
すので，組織拡大を第一にやっていかなくてはい
けないと思っています。そもそも，議論 1 のとこ
ろでも申し上げたとおり，宿泊業に関して言え
ば，本当にまだまだ組織化ができてなくて，開拓
の余地が多く残されている業界でもありますの
で，進めていかなくてはいけないと思いますし，
最優先だろうと思っています。ただ，産別のなか
の課題としては，それぞれの加盟組合の足腰が
弱ってきているところもあって，コロナで活動が
なかなかできなかった時期というのもあったもの
ですから，組織強化ということもしっかりしてい
かないと，それこそ持続可能性が損なわれて，共
倒れになってしまうということもありますので，
そこに注力もしていかなくてはいけないというこ
とになっている状況ですから，両輪でやっていく
のだと思っています。
　大手はそれなりに自分たちの力で運営していっ
ているところがありますけれども，中小の加盟組
合も大変多いものですから，入り込んで，いかに



日本労働研究雑誌64

寄り添っていけるかということだと思っていまし
て，それはそれぞれの労働組合が組合員に寄り
添っていくというのと同じ感覚なのだと思いま
す。それが持続可能性にもつながっていくのだろ
うと思います。
　C 氏　私はやはり組織拡大ですね。組織拡大
は，基本的には産業別労働組合が中心に行うのは
当然のことなのですが，連合はその後押しやサ
ポートをどういう形でできるのかと，連合の運動
方針の重点分野 1，一丁目一番地に組織拡大をあ
げていますが，実際，組織拡大に連合全体で取り
組めているのか自問自答しているところです。
　集団的労使関係を大前提とし，非正規の組織
化，子会社・関連会社の組織化を進め，そして未
組織の新しい産業や新しい業界への巻き込み，ス
タートアップ企業やベンチャー企業などに，もっ
ともっと仕掛けていく必要があると思います。労
働組合への理解や必要性など，企業や業界へアプ
ローチを続けていくことで，組織化につなげるこ
とができればとの思いです。今まで連合とのかか
わりがあまりなかった産業や企業のなかから労働
組合の結成ができたとなると，世論の労働組合へ
のイメージも少し変わってくるのではと思いま
す。
　もう 1 つ，私の単純な発想ですけれど，テレビ
CM が必要かなと。連合の CM をぜひやってほし
いです。箱根駅伝のときに，自動車業界で働く皆
さんの CM が流れていましたが，そこにはホン
ダも日産もトヨタもいろいろいらっしゃるわけ
で，連合もさまざまな産業や職種，働いている人
も幅広なので，いろんなところで働いている結集
体というような，そんな CM をつくってほしい
ですね。テレビ CM は，多額の経費を要すると
言われますが，労働組合のこれまでのイメージの
払しょくと，組織拡大のためにも，ぜひ，連合に
は取り組んでもらいたいです。
　D氏　私自身，労働組合が存在しそこに身を投
じている立場でも，自組織の持続性については課
題を感じていますし，この先，たとえば 5 年後で
すらどうなっているかということすら，正直わか
らない世界観もあります。ただ，私自身，間違っ
てはいけないなと考えることは，企業別労働組合

は，一社員，一従業員の集まりでしかないので，
そのなかで労働組合が同僚である組合員を，お客
さんのように扱うやり方をしてしまったら，持続
はしないだろうと思っています。迎合するような
やり方をしてしまったら，多分続かないと思うの
で，そこは本当に意識を変えなければならないと
思っています。
　ですから，単組だけでは，自分たちがやってい
ることが正しいことかどうかすらわからなくなる
ので，産別のなかでの横・横のつながりで，お互
いに刺激し合うとか，産別は違っても労働組合の
執行部は苦労しているのは間違いないので，お互
いの苦労話をするだけでも，そこにヒントがあろ
うかと思うので，そういうことをしっかり単組と
してやっていかなければならないと感じています。
何か大きなヒントがあるものと思っています。
　首藤　いかにしてトレードオフではない仕組み
をつくっていくのかが，大切なのだと思います。
そのためには，構造やあり方を見直していくこと
にも踏み出す必要があると考えています。組織率
が下がっていくなかで，各単組だけに頑張りを求
めても疲弊してしまうので，産別やナショナルセ
ンターのあり方を変えていくことも必要なのか
な，と。たとえば，お金の流れを変えたり，人の
配置を変えたりといった構造的な変化を伴わない
と，結局，組合の持続可能性ってないのかもしれ
ないと，私は思っています。
　これまでも頑張ってきたけど，じわじわ減って
きたわけで，このままもう 1 回理念を確認して，
みんなで再度頑張りましょうといっても，じわじ
わ減っていく可能性はある。やはり何か変えない
といけない，そのために模索を続けないといけな
いと思います。
　C氏　そのとおりですね。連合から変わってい
く必要があると思います。地方連合会と地域協議
会，連合本部の専従者の数は約 1000 名になりま
す。1000 名は立派な大企業ですからね。この
1000 名には，産別専従者のなり手不足のなか，
連合に派遣していただいている産別もあり，プロ
パーの人財を含めて貴重な財産だと思います。
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お わ り に

　首藤　本日は，長時間にわたり，どうもありが
とうございました。さまざまな課題を抱えながら
も，組合役員の方々が，時代の変化に対応しよう
と，もがきながらも，歩を進めていることが感じ
られる座談会だったのではないかと思います。
　本日の皆さまのお話を聞いていると，時間はか
かっているものの，組合の変化の兆しは，随所で
うかがえました。たとえば，非正規労働者の組織
化については，ともに働く仲間は同じ組合に入る
べきだとの考えのもと，各労組は組織化にすでに
着手しています。それにより，組合員の多様性が
高まり，活性化している組織もあるとのお話でし
た。ナショナルセンターとフリーランスの方々と
の連携も始まっています。
　ただ，課題は，その先にあると感じさせられま
した。たとえば，多様な雇用形態の方々を 1 つの
組織に組み入れていくことで，組合執行部の負担
は，明らかに大きくなっています。これは雇用形
態が異なる組合員間の利害調整といった質的な問
題もさることながら，それぞれの組合員が発言し
やすいように，と考えれば，対話会を複数開催し
なければならないなど，時間的・物理的な負担が
増大しています。組合役員数が足りないのか，業
務が多すぎるのか，両方かもしれませんが，組合
役員の負担の重さは，今日，深刻な課題の 1 つに
なっているように感じました。
　多くの労働組合が，役員のなり手不足に陥って
おり，なり手を増やすためにも，負担の軽減が求
められています。女性役員や若手役員を増やして
いこうとすれば，仕事と組合活動と私生活との両
立が課題となり，それをいかに実現させるか，模
索している最中だということもわかりました。コ
ロナをきっかけに，労働組合でもオンライン会議
が増え，SNS を使った情報共有などが進みつつ
あり，そこにも変化を感じとることができます。
　ただ，その一方で，業務の効率化が，組合員や
非専従役員の「お客様化」を招くとの指摘もあり
ました。たとえば，専従役員が一手に業務を引き
受ければ，非専従役員や組合員は，単なる受益者
になってしまう，という指摘です。

　労使関係論のなかでは「組合とは，一体誰のも
のなのか」というテーマが昔から論じられてきま
した。日本では，組合は組合員のものだという理
解が一般的だと思いますが，組合とはユニオン・
リーダーが提供するサービスを組合費で買うもの
だ，という考えもあり，それはビジネス・ユニオ
ニズムと呼ばれてきました。
　また，以前は数多く行われていたストライキが
大幅に減少して久しく，これも組合の弱体化の表
れであり，かつ原因でもあるとの指摘がされてい
ます。実際に未組織の労働者が多い状況であれ
ば，ストライキの実効性は担保されにくく，スト
ライキの実施が，結果的に労働環境の悪化を招来
するリスクもあるなど，組合役員は厳しい判断が
迫られていることもわかりました。
　では，そうした状況下で，いかに組合は交渉力
を高められるのかについては，組合が職場の実態
を正確に把握し，組合員の声に根ざした要求をつ
くれるかどうかにかかっている，という点が，皆
さんに共通した考えだったように思います。会社
が知りえない従業員たちの不満，不平，職場課題
を，組合が吸い上げ，示すことが，結果的に会社
を突き動かすことになる，との思いで活動されて
いることがよくわかりました。
　今回の座談会では，労働組合が直面している課
題が具体的に示され，組合役員の方たちの苦悩が
さまざまに語られましたが，最後には，やはり組
合の必要性が強調され，未来への希望を感じるこ
ともできました。
　本日は，どうもありがとうございました。

（2023 年 4 月 28 日：東京にて）
　
 1） 冠婚葬祭業を営むベルコと業務委託契約を結ぶ代理店で働

いていた労働者が，労働組合を結成後に事実上解雇された
として復職を求めて提訴した事件。2022 年に札幌高裁で和
解が成立した。
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